
02

04

12

037

038

※総合評価は、「施策の内容」の総合評価をポイント化したものをベースに自動的に判定しています。

※計画期間である平成30年度（2018年度）から令和9年度（2027年度）の本施策の内容に関する推移を示します。

令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

A A A

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

総合評価 A A

※「施策の内容」の総合評価…A=80点以上、B=60点以上80点未満、C=40点以上60点未満、D=20点以上40点未満、E=20点未満
※今後の方向性…①=効果的な事業構成であるため、方向性を維持、②=概ね効果的な事業構成であるが、一部見直し等の余地がある、③=あまり効果的な事業
構成ではないため、見直しの余地が大きい、④=事業構成に問題があるため、抜本的な見直し等が必要

３　「施策」の総合評価

「施策の内容」の
総合評価を
根拠とした

「施策」の総合評価

区分 選択区分 総評（施策の進捗状況や効果等を端的に記載）

A　80点以上
B　60点以上80点未満
C　40点以上60点未満
D　20点以上40点未満
E　20点未満

A

　休日・夜間の津市応急診療所の円滑な管理運営体制や二次救急輪番体制を構築す
るため、医師会との連携による輪番病院への医師派遣及び三重大学医学部附属病院
と輪番病院間で疾病画像の共有によりリアルタイムで医師の指導が得られるシステム
の運用を実施するとともに、白山・美杉地域においては医療・介護・福祉連携事業を実
施し、特に美杉地域においては津市家庭医療クリニック及び竹原診療所を設置するな
どにより医療機会の確保に努めるなど、地域医療・救急医療体制の充実に向けた取組
を進めています。

計画期間における達成状況
年度 平成30年度

高齢化が急速に進むなかで、誰もが安心して医療、看護、介護を受け、
暮らすことができるように、関係機関と連携し、へき地での家庭医療専門
医の診療を推進するなど医療機会の確保を図り、無医地区を解消すると
ともに、介護と一体となった訪問診療や訪問看護が提供できる体制を整
えます。

B ①
保険医療助
成課/地域
包括ケア推
進室/地域
医療推進室

二次救急病院群輪番体制の安定した継続に努めながら、初期・二次・三
次救急医療体制がそれぞれ円滑に機能するよう、関係機関と連携・協力
の上、より充実した救急医療体制の構築に向け取り組みます。 A ① 地域医療推

進室

２　「施策の内容」の総合評価と今後の方向性
番
号

施策の内容
「施策の内容」の総合評価 今後の方向性

担当課
選択区分 選択区分

担当部局 健康福祉部

施策の内容（番号） 037 ～ 038

施策の評価シート(令和４年度分)

１　計画における位置付け

政
策
体
系

総
合
計
画

目標 安心して健やかに暮らせるまちづくり

基本政策 健康づくりの推進と医療体制の充実 管理コード 020412

施策 地域医療・救急医療体制の充実 本冊ページ 57

関連個別計画
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02

04

12

037

効 ◆
実施
評価

誰 ◇
事業
評価

何 (千円)

効 ◆ ○

誰 ◇ ○

何 (千円)

効 ◆ ○

誰 ◇ ○

何 (千円)

効 ◆ ○

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

037-5

25,038 現状維持

県立一志病院が実施する訪問
診療等の在宅医療の提供及
び軽症救急患者の救急搬送
受入れに対して支援することに
より、適切な地域医療体制の
確保ができた。継続的かつ安
定的に実施できるよう事業を
継続する。

037-4

037-3

白山・美杉
地域の医
療・介護・
福祉連携

事業

白山・美杉地域に
おける医療・介
護・福祉サービス
が一体的に提供
できる救急医療
及び在宅医療を
はじめとする地域
医療体制の確保

医療・介護・福祉の一体的なサービスを住み
慣れた地域で受けること、また、救急診療を地
域内の医療機関で受けることができる

適切な地域医療体制
の確保

白山・美杉地域の住民 利用件数

地域包括ケア
推進室/地域
医療推進室

白山・美杉地域において、医療・介護・福祉
サービスの一体的な提供や軽症救急患者の
救急搬送の受入れが地域内で確保される

高齢者の集いの場へ出向く場
数、参加数ともに昨年度に比
べ増加し、フレイル予防のため
の意識向上を図ることができ
たため「〇」とした。今後は、保
健事業だけでなく、介護予防事
業とも一体的に啓発ができる
よう工夫する必要がある。

高齢者
実施する通いの場
数、参加人数

保険医療
助成課

住み慣れた家、地域で暮らし続
けることができる

11,990 現状維持

住み慣れた地域で安心して暮ら
すことができる

27,376 現状維持

037-2

高齢者の
保健事業
と介護予
防の一体
的実施事

業

健康寿命を延ば
す取組を推進す
るため、地域ぐる
みの一体的な高
齢者の低栄養・フ
レイル予防の実
施

フレイル予防を知り行動できる
地域と連携した低栄養・
フレイル予防の実施

037-1

診療業務
委託事業
（直診勘

定）

家庭医療クリニッ
ク及び竹原診療
所における診療
業務の委託

地域内で診療を受けることができ
る

国民健康保険診療所に
おける診療業務の委託

委託契約どおりに実施ができ
たため「〇」とした。
三重県一志病院の運営体制を
理由とした家庭医療クリニック
の医師派遣に制限があるなど
の課題もあり、安心して診療を
受けることができるよう診療体
制の復旧・改善に取り組む。

美杉地域等の住民 患者数

保険医療
助成課

事業の
振り返りとこれから

（実施評価、事業評価、
今後の方向性を選んだ理由）

事業の実施により
直接的に表れる効果

当初の
事業実施計画

誰のための事業か 事業評価の主な視点

担当課 何のための事業か 決算額
今後の
方向性

担当部局 健康福祉部

施策の内容
（第２次基本計画）

※目指す方向性・各
事業の実施により期

待される効果

高齢化が急速に進むなかで、誰もが安心して医療、看護、介護を受け、暮らすこと
ができるように、関係機関と連携し、へき地での家庭医療専門医の診療を推進する
など医療機会の確保を図り、無医地区を解消するとともに、介護と一体となった訪
問診療や訪問看護が提供できる体制を整えます。

２　「施策の内容」に係る主な事業の評価（事務事業評価）

番
号

事業名
事業の内容

事業の目的 事業の評価

施策 地域医療・救急医療体制の充実 本冊ページ 57

関連個別計画

施策の内容評価シート(令和４年度分)
１　計画における位置付け

政
策
体
系

総
合
計
画

目標 安心して健やかに暮らせるまちづくり

基本政策 健康づくりの推進と医療体制の充実 管理コード 020412037
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施策の内容評価シート(令和４年度分)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

※実施評価（計画どおり実施したか）…◎=計画を達成（100％以上） ○=概ね計画どおり（80％以上～100％未満） △=計画を下回った（50％以上～80％未満） ×=計画を大きく下回った（50％未満）

※事業評価（効果があったか）…◎=大いに効果が認められる ○=ある程度の効果が認められる △=あまり効果がなかった/事業完了前につき効果の発現に至っていない ×=効果を測定できない

※今後の方向性…（さらなる）拡充・充実、現状維持、見直し、廃止、完了

※総合評価は、主な事業の実施状況（実施評価）、事業対象者への効果（事業評価）の評価をポイント化したものをベースに自動的に判定しています。

※今後の方向性は、施策の内容の総合評価および主な事業の今後の方向性をベースに自動的に判定しています。

※計画期間である平成30年度（2018年度）から令和9年度（2027年度）の本施策の内容に関する推移を示します。

今後の
方向性 ① ① ① ① ①

総合評価 A B B B B

計画期間における達成状況
年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

３　「施策の内容」の総合評価 ４　今後の方向性

実施評価・
事業評価を
根拠とした
「施策の内

容」
の総合評価

区分 選択区分

今後の施策の
内容の方向性

区分 選択区分

A　80点以上
B　60点以上80点未満
C　40点以上60点未満
D　20点以上40点未満
E　20点未満

B

①　効果的な事業構成であるた
め、方向性を維持
②　概ね効果的な事業構成である
が、一部見直し等の余地がある
③　あまり効果的な事業構成では
ないため、見直しの余地が大きい
④　事業構成に問題があるため、
抜本的な見直し等が必要

①

037-10

037-9

037-8

037-7

037-6
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02

04

12

038

効 ◆
実施
評価

誰 ◇
事業
評価

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆ ◎

誰 ◇ ◎

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

038-5

電話対応件数は12,136件（前
年比2,007件減）であるが、日
常における市民の救急医療や
健康に対する不安の解消、ま
た多くの発熱症状等の相談に
より適正な救急車利用に繋げ
ることができた。適正な救急車
利用、受診行動に繋げるた
め、事業を継続する。

医療や健康に不安を持つ市民 電話対応件数

地域医療
推進室

健康・医療に関するあらゆる相談へ
の専門家による電話対応が２４時間
体制で確保される

7,291 現状維持

143,971 現状維持

新型コロナウイルス感染症
の感染拡大もあり、３箇所
の応急診療所で、11,428人
（前年比4,912人増）の診察
を行った。適切な初期救急
医療体制を確保するため、
事業を継続する。

038-4

救急・健康
相談ダイ
ヤル事業

専門の医師等が
24時間・年中無
休のフリーダイヤ
ルで健康・医療に
関するあらゆる相
談に応じる「救
急・健康相談ダイ
ヤル24」の運営

医師、看護師等による電話対応により、相談
者の不安の解消や救急搬送における軽症者
混在の改善、適正な救急車利用、受診行動に
つながる

効果的な電話相談体
制の実施

038-3

こども応急ク
リニック、久
居休日応急
診療所及び
応急クリニッ
ク運営事業

休日・夜間の応
急診療所の管理
運営

休日及び夜間の時間帯に、市内３箇
所の応急診療所で診療を受けること
ができる

適切な初期救急医療
体制の確保

休日・夜間に初期救急医療が必
要となった市民

受診者数

地域医療
推進室

市内医療機関において休診の多い
休日及び夜間の時間帯での初期救
急医療体制が確保される

当該システムを利用することに
より、大学病院医師の支援が
得られ、従来では受入れが難
しい症例の救急搬送患者の受
入れに繋がった。二次救急医
療体制の充実を図るため、事
業を継続する。

救急搬送患者 システム利用件数

地域医療
推進室

二次救急輪番病院等と三重大学医学部附属
病院間で救急搬送患者の疾病画像が共有さ
れ、より円滑な診療につなげることができる

9,733 現状維持

祝・休日等の昼間及び毎夜間におけ
る二次救急医療機関での安定した受
入体制が確保される

196,871 現状維持

038-2

画像によ
る遠隔医
療システ
ム事業

輪番病院等と三
重大医学部附属
病院で疾病画像
を共有し、リアル
タイムで医師の指
導が得られるシ
ステムの運用

疾病画像の読影診断により、救急搬
送患者が必要な処置を速やかに受
けることができる

迅速かつ的確な処置を
行うシステムの適切な運
用

038-1

二次救急
医療体制

事業

入院治療を必要
とする中等症・重
症患者の救急医
療体制の確保及
び救急患者の受
入体制の強化の
ための医師派遣

祝・休日等の昼間及び毎夜間において、救急
搬送患者が二次救急輪番病院で入院医療、
手術、専門的な治療を受けることができる

適切な二次救急医療
体制の確保

二次救急輪番病院数の減、新
型コロナウイルス感染症の感
染拡大のなかにあっても、
12,770人（前年比1,450人増）、
救急搬送人員の85.5％を二次
救急輪番病院で受け入れるこ
とができた。適切な二次救急
医療体制を確保するため、事
業を継続する。

救急搬送患者 救急搬送受入れ件数

地域医療
推進室

事業の
振り返りとこれから

（実施評価、事業評価、
今後の方向性を選んだ理由）

事業の実施により
直接的に表れる効果

当初の
事業実施計画

誰のための事業か 事業評価の主な視点

担当課 何のための事業か 決算額
今後の
方向性

担当部局 健康福祉部

施策の内容
（第２次基本計画）

※目指す方向性・各
事業の実施により期

待される効果

二次救急病院群輪番体制の安定した継続に努めながら、初期・二次・三次救急医
療体制がそれぞれ円滑に機能するよう、関係機関と連携・協力の上、より充実した
救急医療体制の構築に向け取り組みます。

２　「施策の内容」に係る主な事業の評価（事務事業評価）

番
号

事業名
事業の内容

事業の目的 事業の評価

施策 地域医療・救急医療体制の充実 本冊ページ 57

関連個別計画

施策の内容評価シート(令和４年度分)
１　計画における位置付け

政
策
体
系

総
合
計
画

目標 安心して健やかに暮らせるまちづくり

基本政策 健康づくりの推進と医療体制の充実 管理コード 020412038
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施策の内容評価シート(令和４年度分)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

効 ◆

誰 ◇

何 (千円)

※実施評価（計画どおり実施したか）…◎=計画を達成（100％以上） ○=概ね計画どおり（80％以上～100％未満） △=計画を下回った（50％以上～80％未満） ×=計画を大きく下回った（50％未満）

※事業評価（効果があったか）…◎=大いに効果が認められる ○=ある程度の効果が認められる △=あまり効果がなかった/事業完了前につき効果の発現に至っていない ×=効果を測定できない

※今後の方向性…（さらなる）拡充・充実、現状維持、見直し、廃止、完了

※総合評価は、主な事業の実施状況（実施評価）、事業対象者への効果（事業評価）の評価をポイント化したものをベースに自動的に判定しています。

※今後の方向性は、施策の内容の総合評価および主な事業の今後の方向性をベースに自動的に判定しています。

※計画期間である平成30年度（2018年度）から令和9年度（2027年度）の本施策の内容に関する推移を示します。

今後の
方向性 ① ① ① ① ①

総合評価 A A A A A

計画期間における達成状況
年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和9年度

３　「施策の内容」の総合評価 ４　今後の方向性

実施評価・
事業評価を
根拠とした
「施策の内

容」
の総合評価

区分 選択区分

今後の施策の
内容の方向性

区分 選択区分

A　80点以上
B　60点以上80点未満
C　40点以上60点未満
D　20点以上40点未満
E　20点未満

A

①　効果的な事業構成であるた
め、方向性を維持
②　概ね効果的な事業構成である
が、一部見直し等の余地がある
③　あまり効果的な事業構成では
ないため、見直しの余地が大きい
④　事業構成に問題があるため、
抜本的な見直し等が必要

①

038-10

038-9

038-8

038-7

038-6
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